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令和元年6月27日

東京地方裁判所刑事部の概況（令和元年6月期）

刑事部所長代行者伊藤雅 人

1 刑事部の構成と裁判官の配置等について（第1表ないし第3表）

2 刑事事件の動向と処理状況について

（1） 公判請求事件（第4－1表ないし第9表）

（2） 裁判員裁判対象事件(第10表及び第11表）

（3） 勾留関係事件等（第12表及び第13表）

（4） 被疑者国選弁護事件（第14表）

(5) 心神喪失者等医療観察法関係事件（第15表）

3 刑事部の課題と取組状況等



令和元年6月27日定例裁判官会議

概況説明資料（刑事部）
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刑事部の構成等

東京地方裁判所刑事部裁判官配置表

東京地方裁判所部･内委員等名簿 （刑事部関係）

刑事訴訟事件 （新受， 既済， 未済） 年度別比較表

年度別新受人員調査表

刑事訴訟事件新受人員の推移

刑事訴訟事件， 外国人事件； 租税事件調査表

刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

刑事訴訟事件未終局人員 （審理期間）年度別比較表

刑事訴訟長期未済事件 （ 2年経過）年度別調査表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表

裁判員裁判対象事件月別比較表

勾留関係事件等年度別調査表

勾留関係事件等の推,移

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

医療観察事件新受件数調査表 ザ

』
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第1表

刑事部の構成等

令和元年6月1日現在

第1 部の数

1 合議部

2令状部

13か部

1か部（第14部）

第2配置人員

1 裁判官

（1）判事 47人（うち職務代行1人）
（2）特例判事補 4．人（うち在外研究1人，育休1人）
（3）判事補 17人（うち海外留学1人，育休1人）
計 68人

2裁判官以外の職員 ！
（事務補助員,任期付採用者及び臨時的任用者は含まない｡ ）

(1)調査官

(2)書記官

(3)速記官

(4)事務官

． 計 ．

1人

142人（うち育休4人，税大生1人）
14人

71人（うち育休4人）
228人

第3設備

1 合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
l室， ビデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室

5室

50室

単独用法廷

勾留質問室

計

２
３

３
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◎常置委員会
常置委員所長代行
〃 ． 〃

〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃
｡

〃 〃 '

〃 〃

〃 〃

◎事務分配関係要員会
委員長 所長代行
委員 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 首席書記官
〃 訟廷管理官

事件係長〃

、裁定･丙頬合醗委員会
委員長 所長代行
委員 〃
〃 判事
〃 〃

〃 〃 ．

〃 〃

〃 〃

〃 ． 〃
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◎新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （4部）
委員 〃 (10部）
〃 〃 （13部）
〃 ． 〃 、 （14部）
〃 〃 （18部）

、司法修習生指導等委員会
委員長 判事 （10部）
委員 〃 （1部）
〃 ． 〃 （6部）

〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）
補佐官 〃 （7部）
〃 〃 (11部）

Ｊ
１
部
部
４
５
１
１
く
く

″
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″

伊藤雅人
島田 一

守下 実
丹羽敏彦
永渕健一
小森田恵樹
井下田英樹
家令和典
佐々木一夫

島田 一

永渕健一
小森田恵樹
吉崎佳弥
家令.和典
楡井英夫
橋爪正行
馬渡正幸
飛穏幸二

伊藤雅人
島田 一

丹羽敏彦
永渕健一
中山大行
河本雅也
野.原俊郎
小森田恵樹

永渕健一
三浦陸昭
村山智英
渡遜一昭
木口麻衣

小森田恵樹
守下 実
中山大行
下瀧健司

佐々木一夫
結城真一郎
村田千香子
赤松亨太
小野裕信

◎裁判例等整備委員会
委員長 判事 （13部）
委員 〃 (1部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 (14部）
〃 〃 （15部）
〃 〃

〃 特例判事補
(18部）
(10部）

〃 〃 （14部）
〃 判事補
〃 〃

(13
(16

〃 〃 （18
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 管理係長
〃 記録係長

◎図書等整備委員会
委員長 判事
委員 〃

判事補 ．〃

〃 紐廷副管理官
〃 主任書妃官
〃 庶務係長

q■ー

。警備関係委員会
委員長 判事
委員 〃

I

〃 〃

〃 〃

〃 次席書紀官
〃･ 訟廷管理官
〃 訟廷副管理官
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部
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〃 管理係長
〃 総務課長
〃 総務課課長補佐、
〃 警務腺長
〃 響務課畷長補佐
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊ.－東簡舩廷管理官

◎鑑定委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃

〃 主任書記官
〃

● 記録係長

ｊ
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令和典
田寿一

・田環志
倉健太
上 潤
口麻衣
山香奈
尻大志
藤友紀子
村光泰
見光二郎
田理恵
原慎吾
林啓基
屋宏美

山大行
田千香子
瀬みどり
木 賊

島憲之
田智博

-崎佳弥
本雅也
原俊郎
下博司
郷友整
渡正幸
川 進
林啓基
崎光宏
保宗凝
沢省吾
川博之
出彫子

本雅也
井英夫
林嫌介
水 洋
屋宏美

◎弁瞳人関係委員会
委員長 判事 （18部）
委員 〃 （6部）
〃 〃 （7部）
〃 〃 （16部）
〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官

(18部）

主任書妃官 （4部）〃

〃 〃 （6部）
〃 〃 ‘ （14部）
〃 〃

〃 事件係長
ｵﾌﾞｻ砦バー東簡首席書記官

◎妃録関係霊員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃

" 次席書記官
訟廷副管理官〃

〃 主任書妃官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 押収物係長
〃 記録係長
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊ'－事件係長

、応T関係委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 特例判事補
〃 次席書配官
〃 秘廷副管理官
〃 主任書記官
〃 管理係長
〃 同係書記官
〃 裁判員第一係長

(18部）

(13部）
（6部）

(13部）
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(16部）
(11部）
(14部）

(16部）

佐々木一
日野浩一

野溺晃
西野吾
瀧岡俊
遠山千
鈴木・
松本秀
藤本佳
塚本清
長谷川由希
飛澤幸
皆川貴

夫
郎
一
一
文
夏
賊
樹
織
隆
子
二
夫

家令和典
日野浩一郎

村山智英
東郷友整
飯:田理恵
阿野富紀緒
佐々木俊典
遠藤尚記
大門亜也子
小林 真
細谷美幸
松浦拓也
山田 晶
田屋宏美
飛澤幸二

西野吾一
井下田英樹
島尻大志
有馬一憲
横川 進
徳江 淳
小林啓基
山本聡美
重松．由香

＠刑事法改正関係委貝会
委員長 判事 . (16部）
委員 〃 （3部）
〃 ． 〃 （6部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 (13部）
〃 〃 (14部）
〃 〃 （14部）
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 〃

〃 ．〃

〃 〃 ．

ｵｻﾞｰﾊﾞｰ東簡訟廷管理官

＠外国人関係委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃．

〃 ．〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ．〃

訟廷副管理官〃 ．

〃 主任寄記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 庶務係長．
〃 同係書記官
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ東簡事件係長

＠令状関係委負会・
委員長・所長代行
委員 判事
〃 〃

(1

(16部）
（7部）
(10部）
(14部）

ｊ
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ｊ
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ｊ
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.〃 〃 （1
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部

〃 〃 （14鋤

(14部）
(14部）
(14部）

．＠途科大学院関係委負会
委員長 判事 (11部）
委員 〃 （1部）
〃 〃 （4部）
〃 〃

（8部）
〃 〃 （16部）
〃 〃 （17部）

判事補 （3部）
〃

〃 〃
（15部）

詮廷副管理官〃

〃 士拝室顕官 向日通、

西野吾一
長池健司
室橋秀紀
富田環志
森里紀之
’坂田正史
福嶋一訓
鈴木 賊
飯野喜久夫
相馬理恵
坂崎恭子
釜萢範人
水出彫子

野原俊郎
家入美香
多田裕一
寺尾 亮
森里紀之
福嶋一訓
土倉健太
山下博司
澗岡俊文
増茂留美
高橋剛弘
鈴木基良
増田孝一
笠原慎吾
細谷美幸
秋守良彦
吉田智博
東海林奈美
中山史子

島田 一

坂田正史
世森ユキコ

赤松亨太
渡邊一昭

吉崎佳弥
石田寿－

今井 理
熊代雅音
西山志帆
秋田志保
上田佳子．
岩瀬みどり
増茂留美
一…も日夕～
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◎医擬観察法関係委員会
委員長 判事 (15部）
委員・ 〃 （1部）（1部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判事補
〃 判事補
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

（1部）
(1部）
（4部）
（4部）
．(4部）
(10部）
(10部）
(11部）
(11部）
(11部）
(15部）
(15部）
(18部）
(18部）

(18部）
(10部）
（1部）
（4部）
(10部）
(11部）
(15部）
(18部）

（1部）
（4部）
(10部）
(11部）
(15部）
(18部）

◎犯罪被害者等関係委員会
委員長 判事 （6部）
委員 〃 （1部）
〃 〃 （3部）
〃 〃 （4部）
･〃 〃 （8部）
〃 〃 (10部）
〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷管理官
〃 主任番紀官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ． 〃

〃 庶務係長
〃 管理係長
ｵブｻﾞｰ'､.－東簡簡裁判事

東簡舩廷管理官〃

(16部）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

３
６
７
８
０

く
く
ｆ
、
く
ｌＩ

(2室）

楡
守
石
家
永
今
深
小
三
吉
井
村
三
小
佐
禰
木
内
一
柏
堀
山
岩
廣
東
飯
木
水
石
白
木
林

井英失
下 実
田寿一

入美香
渕健一

・井 理
野英一
森田恵樹
浦隆昭
崎佳弥
下田英樹
田千香子
上 潤
野裕信
々木一夫
岡俊文
口麻衣

山香奈
社紀行
戸夏子
内信宏
井翔平
瀬みどり
見光二郎
郷友整
田理惑
村ひとみ
戸達城
川 仁
崎康弘
村孝二
広

中山大行
家入美香
丹羽敏彦
深野英一

寺尾 亮
三浦隆昭
小林礁介
東郷友整
馬渡.正幸
鈴木基良
藤本佳織
清水 洋
佐々木俊典
坂崎恭子
吉田智博
小林啓基
小野 勝
水出彫子

◎刑率
代表幹事
幹事

･少年関係連絡協臓会
･所長代行
〃

〃 判事
〃 ‘ 〃

〃 〃

〃 判事補

(13

(13
(13
(13

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

○刑事裁判実務研究会
常任幹事所長代行
幹事 判事 （14部）

◎裁判長懇談会

伊藤雅人
島田 一
家令和典
村山智英
森里紀之
伊藤友紀子

島田 一

赤松亨太
島田

赤松亨

常任幹事所長代行 島田 一
幹事 判事 （1部）守下 実

◎昼食会

代表幹事判事 (13部）家令和典

◎霞水会
幹事 判事
〃 ″

。

〃 ,〃

〃 ．〃

〃 〃

〃 〃

〃 判事補
〃 〃

◎顧隔会．
幹事 判事
〃 〃

〃 〃

◎水曜会
幹事 判事
〃 〃

◎霞翔会
幹事 特例判事補
〃 判事補
〃 〃

〃 〃

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｌ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
細
細
”
帥
細
帥

く
く
く
く
く
ｌ
く
Ｉ

１
１
１
１
１
１
１
１

６
６
６
７
７
７
６
７

く
く

１
く
１

１
６
３

く
く

１
◆
１

４
５

く
く
く
く

４
３
６
８

１
１
１
１

西野吾
小林嫌
西山志
下津.鑓
山下博
秋田志
松村光
松下健

井下田英
日野浩一

村山智

土倉健
小野裕

島尻大
伊藤友紀
松村光
廣見光二

一
介
帆
司
司
保
泰
治
樹
郎
英
太
信
志
子
泰
郎

＠公判前整理手続委員会
委員長 判事 (3部)
委員 〃 （3部）
〃 〃 （4部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 (11部）
〃 〃

〃 特例判事補
〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 ．〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

(17部）
(10部）

３
６
く
く

(13
(16
(18

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

◎公判審理手統委員会
委員長判事 （17部）
委員 〃 （3部）
〃‘ 〃 (4部）
〃 〃 （6部）
〃 〃 （7部）
〃 〃 （8部）
〃 〃 ． (15部）

訟廷副管理官〃

主任書記官 （4部）
〃

〃 〃 (10"
〃 〃 (15部）
〃 〃 （17部）

、裁判員選任手続委員会
委員長判事 （1部）
委員 〃 （6部）
〃 〃 伯部)．
〃 〃 （1
〃 〃・ （1
〃 〃 （1
〃 〃 （1
〃 次席書記官
〃 〃

〃 訟廷管理官
〃 裁判員鯛整官

･ 主任容配官
〃′ 〃

〃 裁判員第一係長
〃 同係書記官
〃 〃

裁判員第二係長〃

〃 同係事務官．
〃 事務局次長
〃 経理課長

５
６
７
８

(1
(7

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

ｊ
ｊ
部
部

丹羽敏彦
長池健司
今井 謹
冨田環志
井下田英樹
山下博司
内山香奈
遠山千夏
鈴木 賊
阿野富紀緒
町島憲之
大門亜也子
徳江 淳
林 広

下津健司
多田裕－
深野英一
日野浩一郎
野溺晃－
熊代雅音
三上． 潤
飯田理恵
松本秀樹
石川 仁
木村孝二
松浦拓也

守下 実
室橋秀紀
寺尾． 亮
小野裕僧
小林厳介
秋田志保
木口麻衣
有馬一憲
遠山千夏
馬渡正幸
佐藤宜宏．
高橋剛弘
相馬理恵
重松由香
伊藤友昭
酒井百合子
梅田研･二
仙賀桃代
青柳年泰
関． 俊二

野英一
野浩一郎

雅晃

、裁判員制度等広報婆貝会
委員長判事 （7部）
委員 ． 〃 （3部）
〃 〃 （7部）
〃 〃 （14部）
〃 〃 ・ （16部）

特例判事補 (10部）
〃

〃 〃 （14部）
判事補 （3部）

〃

。〃 〃 （4部）
〃 〃 （7部）
〃 〃 (10部）
〃 〃 （11部）
〃 次席書紀官
〃 ‐ 裁判員調整官

裁判貝第一係長〃

〃 。

〃 灘蕊富
総務腺課長補佐〃

＠裁判貝裁判の在り方を考える委員会
委員長 所長代行 島
委員 判事 ． （1部）守
〃 〃 （3部）丹
〃 ． 〃

（3部）長
〃 〃

（4部）深
〃 〃

（7部）河
〃 〃

（13部）森
〃 〃 （14部）福
〃 〃

（14部）土
〃 ． ．〃 （16部）西
〃 〃 （16部）西
〃 〃 （17部）下
〃 〃

（18部）佐典
〃 〃 （18部）瀧

へ

河本雅也
長池健司
結城真一郎
世森ユキコ
西山志帆
内山香奈
島尻大志
上田佳子
柏戸夏子
金子茉由
堀内信宏
山井翔平
遠山千夏
佐藤宣宏
重松由香
向田隆子
岩崎光宏
久保宗蕊

員会
島田 －

守下 実
丹羽敏彦
長池健司
深野英一
河本雅也
森里紀之
福輯一訓
士倉健太
西野吾一
西山志帆
下津健司
佐々木一夫
瀧岡俊文



刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表
(延べ人員） (延べ人員）
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I
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ⅡⅡ
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1 1

】 I

】 I

拙
令
’
一
剛

平成
平

成平

【合議事件】 【単独事件】
【合議i単独計】

支
済
執
既
一
一

0

哉一未済(不動事件葬会ｫI,}

8,344

ノ

7,291

入、

6,023

2,043
▲

、

1,895 -－
1,777

〕 9

戸 6閲
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●
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625 600
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筵
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／
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40
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画
〃
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： ＊既済及び未済には裁定合；
－議事件が含まれています。 皇

:．_.．
｡‐一一守一bー‐‐~ ウーヨ~一一‐｡ー◆｡◆今十一$ 軽~一いめ~‐－今寺停 二一 一 0
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年度別新受人員調査表

.杏一山I。 ．』 、封弘山99＝帝ロ ーニコニ.、 ゞ一元 一△ ｡_． ．_一

ママ■ー ＝＝

翻
心
１
い
剛

甲類法定合議事件とは,裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合繊事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。
乙類(法定,裁定)合議事件とは,法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合蟻委員会におし】て合鍍体で審判するのが相当であるとの決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。
部内合議決定には法定合繊事件,裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢30(3月末現在)｣及び｢31(3月末現在)｣は.平成SO年3月31日現在と平成31年3月31日現在を比較したものである｡．
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合駿事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。

年度

(H) ･
合雛単独合計

茎

八 員 数（延べ人員）

合議事件
法定合議

甲類 乙類

…にロ唾

識定
《
ロ

甲墓

愚委員会の決籏

ア.麺

－

部内合蟻決定
単独事件

15 14,938 1,244 752 752 ’ 0 492 31

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■

9 452 （ 54 ） 13,694
16 15,390口 1,420 856 849

■
！
■
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ■

7 564 18（7 ）

ｐ
■
■
■
■
ｂ
■
■
■
■■

10 536 （ 101) 13,970
17 15,216 1,427 947 ・ 947

ｑ
■
■
■
ｑ
■
■
■
■
■■

0 480 0

ｑ
■
ｑ
■
■
■
ｑ
■
■
■画■

3 477 （ 54 ） 13,789
18 12,509 1,345 888 888

ｑ
凸
■
■
ｑ
■
■
・
■
■Ⅲ

0 457 15

■
■
■
■
日
■
日
■
■
■
９

0 442 （ 51 ） 11,164
19 10,587 1,113 755 752

可
■
０
塁
０
１
０

■■

3 358 3
■
０
０
８
■■

49 351 （ 40 ） 9,474
20 9,479

●

1,184 821
一
821

ｑ
Ⅱ
９
０
》
■
｝
■１

0 363℃ 2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■

2 359 （ 57 ） 8,295
21 9,315 964 624 624

》
０
０
０
０
■

0 340 5（ 1 ）

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■

11 324 ． （ 62 ） 8,351
22 7,931 754 462 462 0 292 2

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■

0 290 （ 50 ） 7 ， 7
23 6,896 501 345 345

■

■

■

凸
ｇ
《
■
こ
■
■■Ⅲ

0 156 1 （1 ）

■
■
■
■
０
ｂ
■
■
■
■■

0 155 （ 53 ） 6,395
24 ． 6,600 580 294 288

■
Ⅱ
■
Ⅲ
０
■
０
■
１

6 286 11

■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
０

2 273 （ 61 ） 6,020
25 6,324 532 312 312

０
０
０
０
■
■

0 220 21
０
８
日
■
■■

0 199 ( 21) 5,792
26 6,828 537 337 337

・
９
０
０
０
■■Ｉ

0 200 17

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１

2 181 （ 41 ） 6,291
27 7,763 776 472 470

■
０
０
１
１
■■

2 304 0（6）
０
１
０
０
■
■

0 304( 60) 6,987
28 6,909 622 404

●
Ｑ
ｑ

402

ｑ
■
ｑ
■
■
■
■
■
■
■■Ⅲ

2 218 5（6 ）

■
■
。
□
■
■
■
０
■
Ｉ

1 212（ 67 ） 6,287
29 7,662 509 353 350

■
８
１
１
１
■
８

3 156 0
６
０
０
０
■
１

3 153（ 21 ） 7,153
30 8,714 478 370 370

０
０
９
０
■０

0 108 12
０
■
８
０
■
Ｉ

0 96（ 25 ） ､8,236
30 （3月末現在） 1,933 104 87 87

８
０
０
８
■０

0 17 0
Ⅱ
Ⅱ
１
１
日’

0 17（ 16 ） 1,829
31 （3月末現在） 1,815 119 94 94

０
０
０
０
■

0 25 4（3）
１
０
０
０
日

0 21（ 19 1 1,696



刑事訴訟事件新受人員の推移
延べ人員

18,000
凸

I

16,000

15.390

14.9”、15,_216

14,000

13. 150

12, 141
11,924△ l2,50912.000

.11

鏡ll． l2lLOOOp"642今

650

10,

'll.675

IO,860I587 10,58710,416
10,000

r9.796
VI@:蒸8,712 ． 9，044 螺驚く叫

8,587 ‘”叫蝋剛参照8，2608，65
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葱溌”
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8,000 8,714
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4,000

2.000

耐赫赫耐耐耐而而諄志航耐諒蒜』｡；
0

2930313233343536373839404142434445464748495



__」

〆

刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表
■ 勺

国人事件受理状沢
3租税事件(新受,既済.未済)処理状海 〃一一 一一

ー

柵
①
剛

新受

合議

法定合議 裁定合議
単独 計

既済

合議 単独 計 ▲

未済

合議 単独 計

26 337 200 6,491 6,828 561 6,023 6,584 427 1,895 2,322

27 472 304 7,291 7,763 628 6,789 7,417 625 2,043 2,668

28 404 218 6,505 6,909 849 6,469 7,318 ､482 1)777 2,259

29 353 156 7,309 7,662 615 6,674 7,289 443 2,189 2,632
30

･●ppq■1■唾d■の口■■

(1～3月）

370

87

108

17

8,344

1,846

8,714

1,933

600

164

7,761

1,962

8,361

2,126

377

403

2,608

2,036

2,985
,-‐｡q■q■q■ﾛ■■h●q■q■■

・ 2,43931

(1～3月）
94 25 1,721 1,815 151 2,143 2,294 385 2,121． 2,506

ー

合議 単独 合議,単
独計

26
66

19.6％

629

9&7％

695

10.2%

27
100

21.2％

851

11.7％

951

12.3％

28
72

17.8％

826

12.7％

898

13.0%

29
91

25.8％

1,323

18.1％

1,414

185％

30

D‐q■一ーーわ‐q■●q■‐■

(1～3月）

127

34.3％
U■Cpq■q■‐4■‐‐｡‐q■‐‐●‐q■‐●

30

34.5％

1,748

20.9%
●｡＝‐●q■一○●ロー■1

394

21.3％

1,875

21.5％

424

21.9％
31

(1～3月）
32

34.0％

331

19.2％

363

20.0％

新受

合議 単独 計

既済

合議 単独． 計．

未済

合議 単独 計
26

7

2.1%

46

0.7％

53

0.8％

4 38 42 11 22 33

色

27
31

6.6％

46

0.6%

77

1.0％

13 36 49 28 33 61

・ 28
17

6.6％

28

0.6％

45

1.0%
15 48 63 30 13 43

29

30

■●d■｡｡ｰ‐q■●｡｡q■

(1～3月）

4

1.1％

5

1.4％

4

4.6％

93

163%

60

0.7%

17

0.9％

97

1.3％

65

0.7％

21

1.1％

15

■■‐■｡‐‐ppl■一■

8

3

79

55

l1

94

63

合 ●

14

15

12

16

27

32

33

42

b 4■｡●｡■1■ｰq■d■ロロ■

44

49
31

(1～3月）
2

2.1％

18

1.0％

20

1.1％
0 25 25 14 25 39．



刑事訴訟事件終局人員年度別調査表
、

糾
刮
剛※ ［ ヨの数ｲ直しま‐平EE91畳三1E

審理期間別終局人員と総人員に対する割合

1月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 5年超過 終局総人員

控訴率(%）

26

‐

合議

単独

合単計

ノ 、貝

割合
人員

割合
人員
割合

3

0.5％

199

3.3％

202

36 1%

76

13.5%

3410

566％

3486

52.9％

171

30‘5％

1669

27.7％

1840

27.9％

23

41.21

671

11.21

90（

13.79

70

12.5%

67

1. 1%

137

2. 1％

6

1. 1%

4

0. 1%

10

0.2％

と

0.7％

1

0．0％

5

0. 1％

0

0.0％

1

0.0%

1

0.0％

561

6,023

6,584 15. 1

27

合議

単独

合単計

人員
割

人員
割合
人員
割合

5

0．8％

322

4.7％

327

4.4％

135

21.5%

4251

62.6％

4386

59. 1%

156

24.8％

1515

22.3％

1671

､5％

20（

32.8％

653

9.6％

859

11.6%

97

15.4%

46

0.7％

143

1.9%

9

1.4%

1

0.0％

10

0.1％

16吟

2．5％

0

0.0％

16

0．2％

4

0.6％

1

0.0％

5

0. 1%

628

6,789

7,417 16. 1

28

合議

単独

合単計

人員
割合
人員
割合

人員
割合

0

0.0％

270

4.2％

270

3.7％

99

11.7%

4027

62.3％

4126

56.4％

187

22.0％

1293

20.0％

1480

20.2％

379
446％

741

11.5%

1120

15.3%

160

18.8%

135

2. 1%

295

4.0％

22

2.6％

3

0.0％

25

0.3％

1

0. 1％

0

0.0％

1

0.0％

1

0.1%

0

0.0％

1

0.0%

849

6,469

7,318 16.3

29

合議

単独

合単計

人員
割合
人員
割合

人員
割合

10

1.6％

360

5.4％

370

5.l%

102

16.6%

4200

62．9％

4302

59.0％

127

20.7％

14( 3

21. 1 ％

15( 0

21. 1 ％

211

34.3％

563

8.4％

774

6％

131

21.3%

89

1.3％

220

3.0％

34

5.5％

8

0. 1%

42

0.6％

0

0．0％

1

0.0％

1

0.0％

0

0.0％

0

0.0％

0

0.0％

615

6,674

7,289
14.3

30

◆
● 合議

早狸

台早計

人員
割合
-人員
割合

入信
割合

8

1.3％

351

4.5％

359

4 ’3％

145

24.2％

5159

66.5％

5304

63.4％

l( 0

21. 1 ％

1420

18.3%

1550
18.5％

201

33．5％

672

8．7％

873
10.4%

. 96

16.0%

137

1.8％

233

2.8％

19

3.2％

17

0.2％

36

0.4％

0

0.0%

5

0.1%

5

0. 1%

1

0.2％

0

0.0％

1

0.0％

600

7,761

8,361
14. 1
[14.7%1



刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表

→－6月以内

一一1年以内

一;.－2年以内

一●－2年を超える(不動事件を含む）

(延べ人員）
艇べ人員）2,500

300
3,000

500

280

'

1

450
260(延べ人員）

2,500
2,000 卜240

400

220

350
200 2,000

1,500
180 I

300

160

1,500P

q

250
140

1,000
120

200

’

1

’

100 1,"0

150
80

500
60

100
500

1
０
印
４
■
■
可

40

50
20

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【合議事件】

0 ０
平

0
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

￥

【単独事件】

０
年

成

弧
の
剛

【合厳，単独計】

ｰ

I 1，4ク

匡口句 ■

■
□

／
●
申
ロ

／
I 105

● 6

" ､ｰR,

I Ⅱ ＆凸凹
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●
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弐一
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．50
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7
ｆ
‐
４
、0 /／

1,830

25虫

A
●P 句

｝噌葱

〆

〃

〆

／

〃

▲L

／
／

／

ｰ

b･伊～

■

や

～､,

｡，己、､

浬§ b

P℃園
、､､、
…4

遇､b屯､●己

.、､』“＝

■ロゴーーゲ

■

123

一一

F

f､75

岩温、
43

bU 、

一
睡
．

ノhnR

野
’245

1 夕e工哩

、

ノ〈
／穴穴

餡
、

／
／

３Ｆ
Ｄ
且

ツU

，

｡

､、、､
､

｡､c

竜

妬
今 、k
"ヘー､、､､56

～

グ

､53~、〆一魂～13〔
。

ア
4：



ー

刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表
2長期化事由調査表

(単独事件）

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

の4,動事件を除く長期未済荘

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。 拙

の
剛

年度
未済

件数
長期未済

件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 2,322

61

(25）

2.6

〔1.6〕

27 2,668

43

(25）

1.6

[O.7]

28 2,259

68

(24）

3.0

〔1.9〕

29 2,632

64

(24）

2.4

〔1.5〕

己

６
０
０

９
０
↓

30

七口●口q■‐｡d■‐■､｡e

(3月末現在）

2,985

q■U■4■q■ロー●｡■

、 2,439

76

(24）
pq■q■■●●~q■‐q■■■一●■

61

(24）

2.5

〔1.7〕
■D 1■■h 4■d■ー。■q■1■■一○・1

2.5

〔1.5］

31

(3月末現在）
2,506

68

(24）

2.7

[1.8)

年度
未済
件数

長期未済
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 427
53

も

(21）
12.4

〔7.5〕

27 ． 625
・ 34

(21）
5,4

〔2.1〕

28 482
43

(20）

8.9

〔4.8〕

29 443
36

(20)

8.1

〔3.6〕

30

F●参一q■■一｡●｡q■q■－口

１
０
■
０
凸

(3月末現在）

377
■‐q■1■｡■4■●わ‐

403

２
，
４
４

４
伽
３
一一一

(20）

11.1

..…__・典型
8.4

〔3.5〕
31

(3月末現在）
385

40

(20）

10．4

［5.2］

合
単
別

事案複
雑困難

被告人

の逃亡
病気等

関連事

件の審
理待ち

計

合
議
事
件

2年以､上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7.年以上

8年以上

9年以上

10年以上

計

10

5

15

2

2

1

1

11

5

0

0

0

0

0

0

2

18

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

計

4

10

ー－

14

2

6

4

－

12 0

6

16

4

26

合雛･単独計 29 14 1 44

年度 未済
件数

長期未済．
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

26 1,895
8

(4)
0.4

〔0.2〕

27 2,043
9

(4)

0.4

[0.2]

28 ． 1,777
25

(4)

1.4

[1.2]

29 2,189
８
の
２
く

1.3

〔1.1〕

30
戸q■ｰー●｡｡つ－．■d■●｡■

０
０
０
０
■

(3月末現在）

2,608

2,036

34

(4)

７
〕
２
“

1.3

〔1.21

1.3

〔1.1〕
31

(3月末現在） 2，121
28

(4)

1.3

〔1.1］



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳 ．

合議・単独別

年度

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 合計 5年平均
I

法定合鍵事件 337 472 、 404 353 370 1936 387

裁定合議事件 200 304 214 156 ・ 108 982 196

単独事件 6291 6987 6291 7153 8236 34958 6992

新受人員合計．
‐

6828

● ー

7763 6909 7662 8714 .37876 ’ 7575

裁判員対象事件罪名（未遂を含む）
. ■

年度

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 合計 5年平均

現住建造物等放火 8 3 6 ？ 7 7 31 6

激発物破裂
□

0 0 0 0 0 O
G

0

通貨偽造 0 0 0 1 0 1 0

偽造通貨行使 2 1 0 0 4 7 1

強制わいせつ致死傷
旬 ゥ

13 3 13 14 12 55 ． 11

強姦致死傷，強制性交等致死傷
』

7 8 8 12 5 40 8

集団強姦致死傷 0 0 0 2 0 2 0

殺人 ． ・ 20 p 23 15 25 19 102 20

傷害致死 19 12 7 6 8 52 10

危険運転致死 2 1 2 0 0 5 1

保護責任者遺棄致死 0 0 0 0
■

2 2 0

逮捕監禁致死 0 2 0 0 0 2 0

身代金拐取 C O 0 3 0 0 3 1

拐取者身代金取得等 0 2 1 0 0 3 1

強盗致傷（強盗傷人） 27 31 16 48 44 166 33

強盗致死（強盗殺人） 7 5 1 3 0 16 3

強盗強姦 0 11 1 2 3 17 3

爆発物取締罰則1条， 2条 0 0 1 1 0 2 0

銃刀法（略称）
2第2項(3条の4）

31条(3条の13)， 31条の
2 1 0 7 4 14 3

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律3条1項7号， 3条1項10号 0 0 0 0 0 0 0

覚せい剤取締法41条2項 17 14 20 23 26 100 20

麻薬及び向精神薬取締法64条2項 0 0 0 0 0 0 0

麻薬特例法（略称） 新法5条1～4号，旧
法8条1～4号 ,23 33 2 0 9 67 i3

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に
関する法律違反 0 0 0 0 0 0 0

裁判員対象事件新受人員合計 147 150 96 151 3 687 137



【樋臣位2】
I

裁判員裁判対象事件月別比較表(制度施行月～令和元年5月）

、ノ

虫

弛済率：全既済件数／全薪琴伴對・“､鑑占

叱済率：全既済件数／全新受件数（小数点第2位を四捨子
ﾏ ｰﾏﾏﾏ＝~~ ー－－ロー■■■■■■グマク 画

鍼
一
一
鯛

21年
5月～12月

22年
1月～12月

23年
1月～12月

24年
1月～12月 1月～

2碑
12月

26年
‘1月～12月

27年
1月～12月

28年
1月～12月

29年
1月～12月

30年
1月～12月

31年令和
元年

1月～5月

合計
(H21.5～R1.5)

新受件数 104 180 151 139 133．
6

147 150 96 151 142 74 1,467

既済件数 9 152 166 151 152 129 128 124 110 156 48 1,325

既済率
(累計）

8.7％ 5687％ 75.2％ 83.3％ 89.1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.7％ 90.3% 90.3%

30年
1月 2月 3月 4月 ・ 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合計
(21.5～30312)

新受件数 9 15 13 11 11 16 14

～

6 5 20 4 ､18 1,393

既済件数 10 15 17 1 13 22 13 0 13 25 12 15 1,277

既済率
(累計） 89.8％ 89.9％ 90.3％ 89.6％ 89.8％ 90.4％ 90.4% 90.0% 90.7％

●

91.2％ 91.8％ 9167％ 91.7％

31年
1月 2月 3月 4月

令和元年
5月 6月

申

7月 8月 9月 10月 11月 12月
合計
(H21.5～R1.5)

新受件数 12 12 13 30 7

1,467

既済件数 7 16 13
も

・ 2 10

1,325

既済率
(累計） 91.4％ 91.7％ 91.8％ 90.1％ 90.3%

90.3％



勾留関係事件等年度別調査表
’“-鋒、

2勾留理由開示請求事件閏係 f娃對､

3保釈請求事件関係 (J E14WK酌堀い4M r姓鈴、
4準抗告請求事件関係 r“･鍵、●

／

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

||:|蕊職鱒駕…総ゞ
((a)+(b))

細
誌
削《し

請求総数 発付総数， 却下総数 発付率

26 14,894 13,826 1,068 92.8％

27 15,899 14,526 l$373 91.4%

28 15,143 13,758 1,385 90.9％

29 14,929 13, 154 1,775 88. 1%

30

u～6月ノ

15,671

3,771

13,811

3,319

1,860

452

88. 1%

88.0％
31

(1～3月） 3,836
一

3,384 452 88.2％

請求総数 開示総数

26 117 99

27 147 126

28 146 118

29 105 85

０
．３ 104

32

92

22
31

(l～3月） 20 18

帳 計 ■
Ｕ
剖

請求総数 許可総数
●

許可率

26 1,515 788 52.0％

27 1,897 1,057 55.7％

28 1,806 1, 135 62.8％

29 1,.931 1,330 68.9％

3O

｢TFJRT

2,124

465

1,498

312

70.5％

67. 1％
31

(l～3月） 441 273 61.9%

請求総数 (c) (a) (b)

26 1,352 91 0

27 1,678 133 133 0

28 1,639 82 82 0

29 1,864 113 113 0

30

FT重雨丁

1,833

453

125

37

125

37

0

0
31

(1～3月）
Ｇ

■ 439 40 40 0



第13表

勾留関係事件等の推移
1 勾留請求事件関係

i71

11111

I

11

』

■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度

保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分）2

3．000

2500

24

’

2,000

I

1.500

98

I

1,000

500

0

l . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度

準抗告請求事件関係3
2，000

’

一
ｍ
叩
凹
‐
《
皿
叩
》
、
肥
》
ｎ
叩
》
一
ｍ
叩
》
《
、
叩
》
ｎ
叩
》
ｎ
咽
Ｕ

Ｐ
．
『
“
、
叩
凹
デ
ー
『
》
、
叩
》
Ｐ
●
『
⑧
ｎ
Ⅷ
》
Ｆ
『
ご

守
口
０
Ｐ
』
Ｕ
の
″
画
二
ｍ
叩
》
Ｐ
。
■
■
Ｐ
ｈ
Ｕ
一
ｎ
″
』

■

●

④

６

１
１

１
１

…当L=L_;_-一L』幽圭豐三f三豊ど三豊当
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

年度

－ロー薗求総致併数）

-→－．発付鱈徴(件数）

一却下総散(件数）
19

■⑪辱の、

9

9.346

15
127？2

538 18.6
1860

287

、9.35#凶，〕

5,337U9'U&o

11
'4741M6f4

91

210℃･寵609’§75
9.208

凸由｡ 57

＄

ﾛ ﾛ D p d n 0 p p D e D

一手購求総数(件鋤

一うち許可緯敗I件数） 2．50 h.4352.473
島

1.843 1,986 1．867
1

2
●

019 ．
1 ，口7 ノ

453 1,387
1 /、臆へ

0

14”

93

1,716 1

0

6

I．

、p－r51

I 05

1. 143 1． 137

；『聡、6-／
798 788

､ ■ & ■ Q ■ ■ ■ ■ b ■ 0 ■ ｡ ■ e D O b d b a . ■ ＆ ｡ ▲ ▲

÷鯖求総数（件数） ． 1,86

一うち接見禁止等に対する準抗告(件蜘
ﾛ ﾂP』』

順ﾂp－㎡,639

w一鑑坐#&,l,2

'''WW/
672ツ

３６４９８
－
４

一ｍｍ月■《《

の
〃
や

角
』
叩
）

△
毎
“
。 iソ

229 198 217 198
302 258
へ~ 哩一挫習′~碁モミ登一＝写 6
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第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

第15表

医療観察事件新受件数調査表

l ､

古弧内の数字は．東京地裁以外の裁判所での入院決定にタ

ｅ
９

年度

勾留質問した被
疑者総数

勾留質問
対象事件

睦
塞

厩吾悪
散に対す
る割合

請求総数

対象事件

数に対す
る割合

選任決定 諦求撤匡 却下

職権に
よる選任
決定

選任決定総数

白

羅零犀
数に対す
る割合

平成26年 14,878 10,008 67.3％ 7,018 70.1％ 6,868 141 9 130 6,991 69.9％

平成27年 15,900 10,621 66.8％ 7,298 68.7％ 7,119 167 12

0，

151 7,273 68.5％

平成28年 15,143 10,080 66J6％ 6,880 ・ 68.3％ 6,650 132 30 139 ､6,789 67.4％

平成29年 14,929 9,992 66.9％ ､6,767 67.7％ 6,595 145 23 173 ･6,768 67.7％

平成30年 15,671 13,528 86.3％ 9,021 66.7％ 8,776 208 37 187 8,963 66.3％

(1～3月） 3,771 2,556 67.8％ 1,734 67.眠 1,679 49 5 43 ､ 1,722 67.4％

平成31年
(1～3月）

3,836 3,836 100.0％
6

2,456 64.0％ 2,378 ・ 64 14 77 2,455 64.0％

年度
42条1項の

決定をするこ
との申立て

入院継続の確
潔の申立て

退院の許可の
申立て

『

医療の終了の
申立て

通院期間延長
の申立て

0 6

再入院の
申立て 合計

平成26年 29 108 （43） 38 （12） 10 （1） 0 0 185

平成27年 22 89 （38） 48 122) 6 （1） 2 0 167

平成28年 23 106 (42） 33 （13） 7 （1） 1 1 171

平成29年 33 ， 92 （29） 36 （17） 8w(3) 3 1
一 ●

173

平成30年 27 97 （29） 32(10） 5 .． 4 0 165

(1～3月） 11 21(5) ・ 9(3)． 1 1 ． 0 43

平成31年
(1～3月）

8 26(3) 4（2） 1 0 0中

口
旬
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